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の し ろ 市 議 会 だ よ り 　

答　

現
在
、
各
学
校
の
保
健
室
に
エ
ア
コ

ン
は
設
置
し
て
お
ら
ず
、
今
つ
い
て
い
る

機
種
を
取
り
か
え
る
の
で
は
な
く
、
今
後

設
置
を
予
定
し
て
い
る
エ
ア
コ
ン
に
つ
い

て
、
財
源
の
見
直
し
に
伴
い
、
当
初
予
定

し
て
い
た
機
種
を
変
更
す
る
。

質
　
図
書
室
や
職
員
室
な
ど
夏
休
み
で
も

使
用
す
る
部
屋
に
エ
ア
コ
ン
の
設
置
を
検

討
し
て
い
る
か
。

答　

保
健
室
以
外
に
つ
い
て
は
、
学
校
か

ら
の
要
望
や
、
他
市
町
村
の
状
況
を
参
考

に
し
、
必
要
性
を
見
な
が
ら
検
討
す
る
。

質
　
文
化
会
館
の
改
修
工
事
の
時
期
に
つ

い
て
。

答　

例
年
利
用
者
が
減
少
す
る
１
〜
２
月

ご
ろ
に
工
事
を
行
い
た
い
と
考
え
て
い
る
。

質
　
子
ど
も
館
の
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
設
備

の
更
新
状
況
に
つ
い
て
。

答　

今
回
が
初
め
て
の
更
新
と
な
り
、
光

学
式
の
も
の
か
ら
、
デ
ジ
タ
ル
式
の
も
の

へ
の
更
新
を
考
え
て
い
る
。

質
　
災
害
備
蓄
用
非
常
食
の
補
填
内
容
と

は
何
か
。

答　

６
月
22
日
の
異
物
混
入
に
よ
り
提
供

で
き
な
か
っ
た
第
四
小
学
校
、
第
二
中
学

校
合
わ
せ
て
９
０
０
食
分
の
給
食
に
つ
い

て
、
市
の
災
害
備
蓄
用
非
常
食
で
対
応
し

た
た
め
、
そ
の
分
を
補
填
す
る
も
の
で
あ

る
。

（
落
合
康
友
）

及
び
登
録
有
形
文
化
財
構
造
物
を
美
し
く

保
ち
、
観
光
資
源
と
し
て
の
魅
力
を
向
上
さ

せ
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
今
年
度
か
ら
登

録
有
形
文
化
財
も
対
象
と
な
っ
た
こ
と
か

ら
、
旧
料
亭
金
勇
の
補
修
を
考
え
て
い
る
。

質
　
今
後
も
学
校
施
設
等
の
解
体
を
行
う

場
合
は
、
合
併
特
例
債
の
適
用
を
考
え
て

い
く
か
。

答　

合
併
特
例
債
は
平
成
32
年
度
ま
で
使

え
る
有
利
な
起
債
で
あ
り
、
教
育
委
員
会

と
も
十
分
協
議
し
な
が
ら
、
活
用
を
検
討

し
た
い
。

質
　
臨
時
財
政
対
策
債
が
減
額
と
な
っ
た

要
因
は
。

答　

当
初
、
国
が
示
し
た
地
方
財
政
計
画

で
は
、
13
％
増
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に

基
づ
い
て
予
算
計
上
し
た
も
の
の
、
決
定

額
で
は
３
・
４
％
の
増
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
減
額
と
な
っ
た
。

質
　
就
業
構
造
基
本
調
査
費
に
つ
い
て
、

当
該
調
査
の
概
要
は
。

答　

国
民
の
就
業
、
不
就
業
の
状
態
を
明

ら
か
に
し
、
全
国
及
び
地
域
別
の
就
業
構

造
に
関
す
る
基
礎
資
料
と
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

（
小
野　

立
） 

質
　
社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
シ
ス
テ
ム

整
備
委
託
料
の
概
要
は
。

答　

住
基
シ
ス
テ
ム
を
改
修
す
る
も
の
で
、

本
人
の
希
望
に
よ
り
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
及
び
住
民
票
等
へ
旧
姓
記
載
す
る
と
と

も
に
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
は
ロ
ー

マ
字
の
氏
名
及
び
西
暦
を
記
載
す
る
ほ
か
、

そ
の
情
報
を
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ

ム
機
構
へ
伝
送
す
る
た
め
の
改
修
で
あ
る
。

質
　
旧
二
ツ
井
小
学
校
解
体
工
事
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
、
そ
し
て
解
体
後
の
跡
地
利
用

は
。

答　

議
決
後
に
地
域
協
議
会
、
近
隣
の
町

内
会
長
に
説
明
を
行
い
、
10
月
下
旬
以
降

に
入
札
参
加
者
の
公
募
を
開
始
し
、
工
事

の
完
了
は
平
成
30
年
３
月
を
見
込
ん
で
い

る
。
跡
地
利
用
に
つ
い
て
は
、
今
後
全
庁

的
に
検
討
を
行
い
た
い
。

質
　
閉
校
小
学
校
の
物
品
は
ど
う
な
っ
て

い
る
の
か
。

答　

旧
二
ツ
井
小
の
物
品
に
つ
い
て
は
10

月
中
に
公
売
を
予
定
し
て
い
る
。
旧
仁
鮒

小
、
旧
天
神
小
、
旧
種
梅
小
に
つ
い
て
は

既
に
公
売
を
終
了
し
て
い
る
が
、
旧
田
代

小
、
旧
日
影
小
、
旧
切
石
小
に
つ
い
て
は
、

順
次
公
売
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

質
　
機
種
変
更
に
よ
る
保
健
室
エ
ア
コ
ン

の
設
置
工
事
は
、
今
つ
い
て
い
る
エ
ア
コ

ン
の
機
種
を
変
更
す
る
と
い
う
意
味
か
。

質
　
能
代
市
個
人
情
報
保
護
条
例
及
び
能

代
市
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を

識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
及
び

特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て
、
行
政
機
関
以
外
が

特
定
個
人
情
報
の
照
会
・
提
供
を
行
う
こ

と
は
考
え
ら
れ
る
か
。

答　

健
康
保
険
や
年
金
等
の
情
報
も
含
ま

れ
て
お
り
、
全
国
健
康
保
険
協
会
や
健
康

保
険
組
合
、
社
会
福
祉
協
議
会
等
が
対
象

と
な
る
ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
る
。

質
　
地
方
交
付
税
が
減
額
と
な
っ
た
要
因

は
。

答　

国
勢
調
査
に
よ
る
高
齢
者
人
口
の
増

に
よ
り
高
齢
者
保
健
福
祉
費
が
増
額
に
な

る
と
見
込
ん
で
い
た
が
、
当
初
の
見
込
み

よ
り
減
額
と
な
り
、
普
通
交
付
税
の
基
準

財
政
需
要
額
が
減
額
と
な
っ
た
こ
と
、
ま

た
市
税
の
増
額
等
に
よ
り
基
準
財
政
収
入

額
が
増
額
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。

質
　
国
の
国
宝
文
化
財
等
保
存
整
備
費
補

助
金
の
対
象
は
。

答　

こ
の
事
業
は
、
重
要
文
化
財
建
造
物

文
教
民
生
委
員
会

総
務
企
画
委
員
会

各
委
員
会
で
の
主
な
審
査
概
要


